
配偶者に係る所得税コードについて 

配偶者の所得額が 48万円超 95万円以下のため、配偶者特別控除が適用され、「９」と表示されます。 

配偶者の所得額が 38万円以下のため、配偶者控除が適用され、「１」と表示されます。 

配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合、所属税コードの前から４ケタ目の数字は「１」と表示されます。
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